別紙１

下関市立豊田中央病院売店及び自動販売機設置運営仕様書

１　件　名
下関市立豊田中央病院売店及び自動販売機設置運営

２　運営の目的
　　本運営は、下関市立豊田中央病院（以下「病院」という。)において、売店及び自動販売機を設置することにより、病院を利用する方へのサービス向上と職員の利便性向上を目的とする。

３　施設概要
　（１）施 設 名　　下関市立豊田中央病院
　（２）所 在 地　　下関市豊田町大字矢田３６５番地１
　（３）施設構造等
ア　敷地面積　10,410,01㎡
　　　イ　建物構造　鉄筋コンクリート２階建て
　　　ウ　延床面積　4,773.34㎡
　（４）病 床 数　　７１床（一般病棟６０床（うち地域包括ケア病床２２床）、療
養病棟１１床（休床中））
　（５）診療科目　　９科（内科、外科、泌尿器科、整形外科、脳神経外科、小児
科、眼科、リハビリテーション科、皮膚科）
　（６）診 療 日　　月曜日から金曜日まで
　（７）診療時間　　午前９時から午後４時まで
　（８）休 診 日　　土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３
日）
（９）患 者 数（令和６年度実績）
　　ア　入院患者数　　４０．８人／日
　　イ　外来患者数　１０３．４人／日
（10）職 員 数（令和８年１月１日現在）
　　　約１４０人（会計年度任用職員、委託業者を含む）



４　運営施設の概要
　（１）売店の設置
      ア　場　所　病院１階ロビー横
イ　面　積  約８．０㎡（予定）
ウ　平面図　参考資料１のとおり
　（２）自動販売機の設置
      ア　場　所　病院１階ロビー横及び２階ホール横
　　　イ　面　積　約１０．０㎡（予定）
　　　ウ　平面図　参考資料１及び２のとおり

５　使用条件等
売店及び自動販売機設置場所として使用する部分について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項の規定に基づき、行政財産の使用許可（以下「使用許可」）を受けて使用することとする。
（１）使用許可期間
   　 使用許可の期間は、１年間（令和８年度は使用許可日から令和９年３月３１日まで）とする。ただし、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができると下関市が判断した場合は、１年間の許可延長を２回まで可能とし、引き続き設置することができる。
なお、本期間には、売店及び自動販売機設置、開店準備及び原状回復に要する期間を含む。
　（２）営業開始日
　　ア　この公募型プロポーザルにより選定した運営事業者が現行の運営事業者以外の場合、現行の運営事業者がその所有に属する物件撤去及び変更した設備の原状回復を行った後、速やかに開店準備を開始し、可能な限り早期の営業開始に努めるものとする。
　　イ　この公募型プロポーザルにより選定した運営事業者が現行の運営事業者の場合は令和８年４月１日とする。
（３）使用許可の取り消し等
　　　　次のいずれかに該当する場合は、当該使用許可の取り消し、変更または営業の停止をすることがある。
 　　ア　公用または公共用に供するため、使用許可物件を必要とするとき。
 　　イ　使用条件に違反する行為があると認められるとき。
 　　ウ　公募資格の詐称その他不正な手段により使用許可を受けたとき。　
　
（４）施設使用料
年額４２７，２１２円（下関市行政財産使用料条例第２条に基づき算出）であるが、使用許可日又は提案による使用許可の面積、また年度により金額が若干増減する場合がある。
　（５）その他の必要経費等
[bookmark: _GoBack]　  　ア　設備機器工事等
      　  売店及び自動販売機の設置に要する工事費、設置費等一切の費用は運営事業者の負担とする。
    　イ　電話設置費用
        　売店には院内連絡用のＰＨＳを貸与する。また、外線電話（ＦＡＸ、　　　　通信回線を含む。）を設置することもできるが、その工事費用、機器代金、通話料等一切の経費は運営事業者の負担とする。
    　ウ　光熱水費
      　  売店及び自動販売機に係る光熱水費は運営事業者負担とし、毎月の電気及び水道の使用量により請求するので納付期限までに納付すること。
    　エ　振込手数料
      　  使用料等の振込手数料は運営事業者の負担とする。

６　営業条件等
　（１）営業日および営業時間
      営業日および営業時間は原則として次のとおりとするが、事業者の提案　  により拡大または縮小することも可能とする。
    　ア　売店
     　 ①営業日    月曜日～金曜日
     　 ②休業日　　土曜日、日曜日、祝日、年末年始
     　 ③営業時間  午前９時～午後４時
 　  　　 ※営業日および営業時間は提案内容を基本とするが、病院および運営事　業者で協議のうえ拡大または縮小することができる。
　（２）営業内容に関する条件
　　  ア　必要な機器、備品等は用意すること。
 　   イ　附帯サービスとして、病院が指定する衛生用品等を売店で取り扱うこ
と。
 　ウ　自動販売機の販売品目は、飲料品のみとすること。
    　エ　酒類、たばこ、公序良俗に反するもの、その他病院が療養に適さないも
のと判断した商品の販売は認めない。
　（３）その他の条件
　　　ア　病院利用者へのサービス向上及び病院職員の福利厚生の充実を図るため、取扱商品は多種多様で豊富なことはもとより、医療、健康の視点に立った商品を積極的に取り入れることや、適正な価格等利用者の利便性を意識した視点に立った検討を行い、必要に応じて病院と協議すること。
　　　イ　営業に必要な各種法令に基づく許認可等は運営事業者が取得すること。
ウ　使用許可を受けた部分について他の者へ譲渡および転貸しないこと。
 　エ　看板等の色彩および配置等は病院と協議し、病院内の他の施設との一体
性を保つこと。
 　オ　商品等の搬入時間および経路等は病院の指示に従うこと。
    　カ　従業員の接遇教育を実施し、常に良好なサービスの提供に努めること。
　（４）維持管理責任
　　　ア　店舗内設備の維持管理、交換およびメンテナンス等の費用は原則として運営事業者の負担とする。
 　イ　自動販売機の維持管理、商品補充、金銭管理等は運営事業者が行うこと。
    　ウ　店舗内および自動販売機とその周辺の清掃および消毒は運営事業者が
行うこと。
エ　廃棄物の処理（保管・搬出・処分等）は運営事業者が行うこと。また、
自動販売機周辺に空き缶・空きボトル等の回収ボックスを設置し、責任を
もって回収・処分すること。
　（５）衛生管理
      関係法令等を遵守し、衛生管理を徹底すること。

７　その他
　本仕様書に疑義があるときは、双方協議のうえ決定するものとする。
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